
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

内
海
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
蓬
莱
町
六
︱
二
︱
一
二

斎
藤
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
八
木
田
字
井
戸
上
八
九
︱
一

ま
ゆ
み
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
森
合
字
上
森
合
六
︱
一

こ
の
花
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
郷
野
目
字
仲
一
一

医
療
法
人
　
鶴
見
坦
民
井
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
鶴
見
坦
一
︱
六
︱
一
〇

小
名
浜
生
協
病
院
付
属
せ
い
き
ょ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
岡
小
名
字
山
ノ
神
四
〇
番
地

小
名
浜
生
協
病
院

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
岡
小
名
字
山
ノ
神
三
二

の
ぐ
ち
形
成
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
自
由
ケ
丘
三
七
︱
一
〇

八

四

二
十
七



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

尾
股
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

白
河
市
立
石
一
四
三
︱
一

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
白
河
厚
生
総
合

病
院

令
和
八
年
五
月
一
日

白
河
市
豊
地
上
弥
次
郎
二
︱
一

橋
本
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

須
賀
川
市
越
久
字
三
斗
内
七
六

駒
場
内
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

南
相
馬
市
原
町
区
三
島
町
二
丁
目
二
〇
二
番
地
の
一

き
む
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
大
坪
三
五
︱
一

南
東
北
桧
原
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
桧
原
字
道
前
原
一
一
三
一
︱

五
四

柳
津
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
西
山
出
張
所

令
和
八
年
五
月
七
日

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
砂
子
原
字
居
平
四
〇
六
番
地

医
療
法
人
　
つ
ち
や
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
字
材
木
町
一
〇
番
地
一

大
野
北
町
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

石
川
郡
石
川
町
字
古
舘
三
五
六
︱
一



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

誉
田
歯
科
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
松
浪
町
六
︱
二
四

医
療
法
人
陽
雄
会
サ
ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
北
矢
野
目
字
檀
ノ
腰
一
二
番
地
の
五

コ
ス
モ
ス
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
十
二
日

郡
山
市
大
槻
町
字
室
ノ
木
北
一
〇
︱
二

お
と
ろ
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
富
田
東
二
丁
目
四
〇
三

に
い
つ
ま
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
堂
前
町
五
︱
一
九
日
専
連
郡
山
ビ
ル
二
Ｆ

医
療
法
人
優
心
会
　
小
松
歯
科
矯
正
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
字
横
町
三
六
番
地
三

医
療
法
人
社
団
ヴ
ィ
︱
ト
　
か
ど
す
み
歯
科
矯
正
歯

科

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
錦
町
綾
ノ
内
一
二
三
番
地

あ
い
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
四
七

八

四

二
十
七



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

す
ず
薬
局
　
郷
野
目
店

令
和
八
年
五
月
一
日

福
島
市
郷
野
目
字
仲
一
二

フ
ジ
薬
局
八
山
田
店

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
八
山
田
西
三
丁
目
四
一
六
番
地

郡
山
調
剤
薬
局
　
虎
丸
店

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
虎
丸
町
一
︱
五

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
郡
山
安
積
店

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
安
積
四
丁
目
二
〇
三
番

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
桑
野
大
島
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

郡
山
市
桑
野
四
丁
目
五
番
地
の
二
〇

ア
イ
ラ
ン
ド
薬
局
　
郷
ヶ
丘
店

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
郷
ケ
丘
四
︱
一
八
︱
一
八

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
内
郷
み
ま
や
店

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
三
丁
目
一
二
二

ハ
︱
ブ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
平
沼
ノ
内
諏
訪
原
一
丁
目
二
三
番
地
の
八

八

四

二
十
七



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

さ
く
ら
薬
局
　
北
白
河
店

令
和
八
年
五
月
一
日

白
河
市
豊
地
弥
次
郎
二
︱
一

さ
く
ら
調
剤
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

田
村
郡
三
春
町
字
六
升
蒔
五
〇
︱
一
一


